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・1・ 

第Ⅰ章．全体計画方針 

「 生

）

広瀬団地再

ビジョン」という。）で

ットフォーム（※

論を通して、地

ーマ・将来

に

していくため

アイディア

瀬団地再生の

イメ

、具体的なア

の

等をとりまと

に向けて、 域 まちづ 群関係者

の

と

エリアマ 、

供給公社（以

多様なプロ

下

ジ

Ⅰ-１.基本計画の目的等 

（１）背景 

○令和 6 年度に策定した

ビジョン」（以下「

は、広瀬団地再生プラ

やワークショップでの議

域の意向を反映した広

再生コンセプト・再生テ

ージを作成するととも

クションとして動き出

プロジェクトの

めた。 

○今後は、ビジョンの実現

「３者」という。）が緩や

ェクトを推進していくと

地

かにつながりな

ともに、３者が 再生の取り

馬県・前橋市

ネジメント

みを推進し

・群馬県住宅

を構築し

いく。 

※３者とまちづ

の

がら

連携し

く

くり

、民間主体

た団地

り

組

関係者で構成された団地再生に

体制

て

係る情報共有や意見交換等を行う場 

い ）は、 者 よる団地 ち り

ジ 関する り、

う。

ビ

３

ンの

に

実現 向け み

広瀬団地

ロ

役割を共 して

ジョ

具体的には、

組

人口動態な

づく

の

ど 域

支援

と

に よる将来

た

立地環境

し、上位

土地利 、今後３０年程度

し、そ

団地再生

再生事業やま

具体的な取

や

てビジョン

に係る事業

関

方針や

の地

をふまえた、団

プログラム

係者に

各者

特性

地全

とそれ

 

（２）目的 

○「

よるプ

の

及び

体の

に基づく直

再生基本計

ェクトの

有するこ

・関連計画

用計画や

近１０年程

画」（以下「基

等に

を目的と

お

の

の事業主

本計画」と

計画であ

いる。

ける位置づけなどに

役割分担を検討し

体別の取り組みなどに関

に

広瀬団地の

への見通

の

する計画である。 

年程度を見通しつつ、具体的なアク ョ １０年程度を対象として策定。今シ

取組みを進めつつ、適切な時期に見直しを行うこ

ンは直近

ととする。 

３者の

ど 引の

機会等

ため

を設

情報

、

け

された「 瀬

情報

ジェ

広

共有に

を起

る ３

クト

。

する

動

者は継

。まと

広瀬団地

発足さ

連携を図りな

再生プ

れた

がら

３者

度

 

（３）基本計画の対象期間 

○令和８年度から概ね３０

後、具体的な

 

（４）基本計画の推進に向けて 

○基本計画の策定後においても、

共有や取り組み状況の調整な

き続き定期的な意見交換の

る。 

○３者とまちづくり関係者で構成

団地再生プラットフォーム」は、

とどまらず、地元主導のプロ

していくためにも重要な場であ

続的に運営を支援していくこと

た、ビジョンの実行を目指し

ラットフォーム構成員の有志で

「つなぐまち広瀬の会」と

基本計画を推進していく。 

駅から 地 1.5 ㎞圏内 徒 2 分の 位置している。 か

連坦する

中心部

画に

ま

あ

で

り お

0

け

場所に

居住誘導区域内の、自動

前橋市

以外

でき

団

市街地の

る「公 沿線

、

居住 て

歩

画に

いる

る

（※）。また、都市計画マ

車

スタープ

の

ラン等

属し

広瀬通り 団地南東の北関東自 Ｃへのア

二つ

で

立地適正化計

エリア」に属し

ている。 

あるとともに

の

、

都市機能誘導区域（前橋

動

大島駅周辺

車道の

と

駒形Ｉ

駒形駅周辺）が

近い

一

共交通

上川淵・下川淵

のバスの利

加えて、２km

ことが特徴で

前橋工業団地等の

地区に

用圏内に

圏内に

ある。 

複数の工業団地や前橋工科大学が立地しており、生活圏内に働

Ⅰ-２.広瀬団地の立地 

○広瀬団地は前橋大島

ら伊勢崎市に

交通手段でも生活

の地域区分としては、

○JR 両毛線等や

クセスが優れている。

あり、就労の場等に

〇前橋大島駅周辺の東

く場等がある。 

 

※広瀬通りのバス路線までのアクセス圏域として 300ｍが基本として設定されており、団地北部がエリアから外れている。 

40,000） 

 

■広域関連図（S=１/  

■広瀬団地の将来イメージ 

その他 

■3 者とまちづくり関係者の体制図 



 

・2・ 

は、広瀬町１～３丁目

から令和

立地す

広瀬団

推定さ

トレンド

広瀬団地に

将来人口・世帯予

において

32 年の 746

測されている。前

る上川淵エリ

る中、極端な減

地の高齢者

れる。 

に対抗し、地域

は次のような

立地す 上川淵エリ

Ⅰ-３.広瀬団地のポテンシャル 

国土技術政策総合研究所の

測ツールによると、

令和 7 年の 2,574 世帯

世帯への減少（約 71％減）が予

橋市は約７％減、広瀬団地の

アでは約 23％減が推計されてい

少が見込まれている。現在の

の多さ等に起因するものと

一方で、こうした現状の

の持続を図るうえで、

固有のポテンシャル（※）がある。 

※ポテンシャル３～５は、広瀬団地の

アにある町丁の状況分析に基づくも

る

のである。 

 

ポテンシャ １：まち くり ーカルパワー

〇

づ

月の広

関係者の

団 ジ ンの

に

ル

令和７

際し

年２

広瀬 フォ 置

ロ

地再生ビ

ット

持つ住民

ョ

ーム

・学生

 

策定

設

民間

が ッ

ンバー 「つ ま

会」

再生

集

有志を

が

らに、プラ

と

、地

する

元主導

が

・

トフォーム

なぐ

の

、

され、団地

事業者等

構成員の

ち広瀬の

生に向け

瀬

団地再生プラ

に関心を

まった。さ

コアメ

発足する等

たローカルパワーが高

団地再

まりつつある。 

 

ポテンシャル２：居 密度の高 口集積帯を形成住

地を含む広瀬１～ 丁目

は居住 長い人口

い人

３

度の高い細

町丁だけで約

を

人

いることも特性 丁

密

ており、この４

して

.1 人/ha)

○広瀬団

山王町

形成し

が居住

目(64

/ha）、

、広瀬町２

5.2

である。広瀬

丁目（8

人/ha）、

人

1

a）は人口密度が

 

及び隣接する

集積帯

9,000

町１

5.1

山王町

周辺地域と丁目（7

比較して

広瀬町３丁目（8

4.5 人/h

、特に高い。 

 

ポテ シャ 等の働く場所の存在 ン

[

ル

上川淵エ

４丁目 広瀬 の○朝

8

倉町

町

～

橋市内で

、

従業する割

町１～

合が

３

高

丁目

いと

また

丁目

程度で

の自転

り

。近隣

は、

う特徴を

目、広瀬

割合は

高い

ているこ

３：工業団地

リア] 

、朝倉町１

前

有する。

町１～３

1 割

の工

とも影響し

あ

業団地

て

、朝倉町、

車

他の

等の働

いるもの

で

町丁に

く

と

い

朝倉町１～４丁

通勤している

比べてやや

場所が存在し

考えられる。 

 

ポテンシャ 世帯が増加している

町丁

○民営

ル

がある

の 瀬町１ 目 加

の

る。需

地等に

・３丁

上佐鳥町や

借家世帯

要が伺え

よるも

は増

東善町、

数の増加

工場団

のと類推

４：民営借家に住む

[上川淵エリア] 

借家世帯数は、広

傾向（広瀬２丁目は減少）。

山王町一丁目等では民営

割合が高く、民営借家の

地や前橋工科大学の立

される。 

 

ポテンシ ル にも 入居者の循環が

期 ばかり

一定の

ではない） 

上川淵エ

町１～３ 年未満 合（「出生時は、1

割

0

程度

割

短期の居」を

が

と

い傾向があるが、他町 大

ャ

ある（長

[

○広瀬

から

世帯

きな差異はな

住期間の

丁と

である

５：広瀬団地

居住者

リア] 

丁目

除く）が 3

やや少な

い。

、一定の入居者の

公営住宅主体の

循環

町

はある

丁

ものと考ものの

えられる。 

特に市営）は 果たしている 

 

ポテンシャル

〇平成２ 以降に建設された市営

子育て世帯の住まいとし

住宅の多

ての役割も

どこども いる世帯割合が高い傾

６：広瀬団地（

年度

に、建設年度が平成

にある。特

。 

○

12

県営住宅では、建設年度が古い（昭

くは、新しいほ

年度頃以降の市営住棟では、こども

和 55 年度以前）場合は 

向

30％を超えている

あってもこどものいる世帯割合の低い

が住棟が存在する。逆に、EV

ある可能性がある。一方 ）はこどものいる世帯、建設年度が新しい場合（平成

は多い傾向はあるものの、市営住宅ほどの顕著な傾向は見られない。

の

のいる世帯割合が

EV が

が無くてもこどものいる世帯割合が高い住棟も一定数あり、改善履歴と関係

12 年度頃以降：全て EV 付き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■町丁目別の人口及び人口密度[R2国勢調査] 

■就業者の従業地の状況［R2 国勢調査］ 

■居住期間別人口の状況［R2 国勢調査］ 

■住棟別こどものいる世帯割合と建設年度の関係 

 
R6.5 時点 R6.9 時点 

■広瀬町１～３丁目の将来世帯数推計［国総研］ 

（世帯） 



 

・3・ 

多様性を

県営及び み

確保する

れぞれ 5 であ が 約 18％で る。

ポテンシャル

○

また、県営及び

約

14 る ある の

７：公社住宅等は入居者の

市営住宅の高齢者の

市営住宅のこど

み世帯・こどものいる

も

世帯

世帯はそ

のいる

の割合は

世帯は

約 23

ための重要な

57％、約 6

％程度であ

％と少なく、

存在 

％

が、

公営住宅

る

公社住

とは

、

宅は約

異な

公社住宅は

5％で

る入

。

居者世帯

あ

公社住宅

特性を有す

は と多 他の世帯に

歳以 世帯等

57.1%

が属してい こ から 割合が 状況に

地（昭和 1

くを

る

3

占め

と

年 居住し 団地全公社が

世帯 の

ている。そ

、若・

：281

住宅へ

の

中年世帯の

戸）には

の住み替

持家層

えの

は、65

多い

が

可能性を

歳以下の夫婦世

ある。 

ている。

確保するために

住宅

、そ

上の

供給し

の多

や戸建て

の他の世帯割合が

こどものいる

た戸建て住宅団

様性とともに

住宅団地の存

団地内で

在

4

公

は重要と

～4

営住宅

考えら

以外

れる

分譲

の

。 

高齢者の

る。 

○公社住宅で

帯や 19

〇また、

体の入居

も、公社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 募集 き住 空き家）1

＊2

停

高齢者は

止中の空

65

政策

どもは

含まない。

て また、「夫 ども世帯」には こど

示す

も

のであるこ

のいる世帯を含む。

とに留意のこと

 

。 

県営：令和 6 年

戸（

歳以上、こ

注：[ 

5 月時点

18

]内の数字は

 市営：令和

は

歳以下とし

構成比を

6 年 9 月時

 

作成。

。

点 

婦とこ

入居世帯数の構成比は

公社：令和 7 年 6 月時

３

入居世帯総数に

点のデータ

世代世帯等の

対するも

を示す。 ＊3

 

＜総括＞ 

○以上を踏まえ、広瀬団地のポテンシャルを総括する。 

Ⅰ-４.概ね

配慮者の

年後の広瀬団地における公営住宅必要量の目安 

30

（令和８年改定版）によると、令和 7

37（2055)年度は 5,121

年後の市営住宅等の目標管理戸数 

（2025)年度

世帯である。令和 37

の

年度は令和

住宅確保要

7 年度比で約

月時点の前橋市内の市営住宅等は 5,380 戸、県営住宅は 2,072 戸である。 

30

（１）要支援世帯の推計結果に基づく

○前橋市公営住宅等長寿命化計画

推計値は 6,352 世帯、令和

81％である。 

○令和 6 年 9

 

■前橋市公営住宅等長寿命化計画における住宅確保要配慮者の推計値（単位：世帯） 

R7（2025） R12（2030） R17（2035） R22（2040） R27（2045） R32（2050） R37（2055） 

6,352 6,221 6,098 5,810 5,471 5,338 5,121 

 

 

（２）概ね 30 年後の広瀬団地の公営住宅管理戸数の目安 

概ね 30 年後の広瀬団地の公営住宅管理戸数の目安 ： 1,500 戸程度を上限 

 

【考え方】 

①前橋市内の公営住宅等に占める広瀬団地の県営・市営住宅の割合は約 30％で高い状況。 

②今後は広瀬団地への公営住宅の集中を徐々に緩和し、多様な世帯が住めるまちにしていくことが望ま

しい。そこで、令和 37（2055）年度の住宅確保要配慮者の推計値である 5,121 世帯の約 30％に相

当する 1,500 戸程度を上限と考え、概ね 30 年後の広瀬団地の公営住宅管理戸数の目安とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○なお 宅 化 基づく場 、概 30 公営

65 5 1,5

に

00

合

戸程度を

ね

約１割

後の

こと

広瀬団

なる

○ お

3

公営住宅の に の建替え

年

上回る

事

地の

 

その

入居者数

け

住ま

等長寿命

7 戸[県

る

いの確保を 長 の縮

、

住宅管理

そこで、

の

を図り、

前橋市公営住

戸数は 1,

広瀬団地に

を

広瀬 中長期的な

計画（令和８

8 戸/市 1,

集中を

前提とし

公営住宅

2

緩和する

つつ、

管

年改定版）等

99]で

ため

可能な

理戸数とし

、

範囲

て 1,5

市営住宅

で市の

00 戸

寿

程度を

命計画に

下回

に

業化検討の

基づく

る方向で

。

際、

計画戸数

検討する。

時点

減

 

上回る

団地全体の

 

  

■世帯類型別の入居世帯の状況（県営・市営・公社別） 

カルパワ

瀬

ー

支援機

山王町で 区の

隣より高く

いる

、

 

する工場団 一

団地等の

土壌が形成されつつある。 

団地の人口密度は近

人口的重心を形成して

定の需要が見込める

働く場所が存在している

⇒広瀬

こと

。

町１～

も影

としての役 が新 公営住 ス ッの住

い

⇒建設

入

時期

居者は長期

しい

居住者

宅

ばかりで

ト

はな

地

８町は前橋市

団地周

世帯

もの

てい

能が成立する

9,000

や大学等に

内で従業す

辺では民間

まい

る世帯にも

ることが

重要性⇒ る を有 。団地全

①まちづくり関係者のロ

②一定の生活利便・

広瀬町１～３丁目と

③近隣に立地

３丁目を含む

響している可能性。

④広瀬団地は子育て

ク（特に市営）はこど

く、一定程度は循環し

⑤広瀬団地における

体の入居世帯の多様性

公社住宅等の

等を確保する

ー⇒３者とまちづくり関係者が協働する

可能性⇒計画的に開発された広

人以上が居住する上川淵・下川淵地

働く・学ぶ人向けの住まいとしての

る割合が高く、近隣の工業

賃貸住宅の供給が継続。 

割を引き続き担える可能性

選択されている。また、広瀬団地の

伺える。 

公社住宅は公営住宅とは異な

ためにも、公社住宅や戸建て住宅団地の

入居者世帯特性

存在は重要である

する

。 

 算定方法

 

 

 

 

 

 

※2,265 戸（長寿命化計画の対象とする前橋市内

の公営住宅等[県営

戸（広瀬団地の県営・市営住宅戸数

2,072 戸＋市営等 5,380

）／7,452

戸]） 

5,121 世帯 

2055  

要配慮者

年の住宅確保

の推計値 

約 30％ 

前橋市内

める広瀬

に

市

占

営

の

団

住宅の割

公営住宅

地の県営

合※

等

・

 

1,536

≒≒1,500

概ね 年後の広瀬団30

住宅管理

世帯 

戸程度の公営住宅 

 

地の公営

戸数の目安 

× ＝ 



 

・4・ 

Ⅰ-５.計画方針 

3 現在 比べて 割減少すると れ

の

2

世帯 高く、

約７

子育て世帯等の若

推計さ

年世帯の

る 考 ら

と

割合が

れる。と

実現を通

年に

の

え

じて

 

広瀬団地を エリ の 図る

する多様な世帯の居住

含む

を

ア

促進するこ

価値向上

とが

を

重要であ

はぐく ま 向け 再生テーマご に

て

む

、

広瀬」の

の

実現に

全体最適を

、

協調して創

と

造する

（１）再生テーマの実現に向けた３者の基本的な役割 

○広瀬団地を含む広瀬町１～３丁目の将来世帯数は、令和

ている（国総研）。これは、広瀬団地において高齢者のみ

割合が相対的に低い構成となっていることが背景にあ

○こうした将来推計を踏まえ、広瀬団地再生ビジョンの

ことで、次世代を担う子育て世帯や若年世帯をはじめと

る。 

○以上を考慮しつつ、ビジョンのコンセプトである「めぐり

３者の基本的な役割を示す。３者は各主体の事業実施に

こと」を最優先し、それぞれの事業を計画的に推進するこ

際し

ととする

ち

「広瀬団地

。 

                   ■再生テーマ ■再生コンセプト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■再生テーマ別の３者の基本的な役割 

再生テーマ 基本的な役割 

内容 目指すまち 県 市 公社 

ローカルパワー 

人々の多う

ラを活かして

ンジ

メン

広瀬に集

様なチカ

常に理想

し、まちの

トができる

にチャレ

マネジ

 

①未来を妄想するプラットフォ

ームのあるまち 

②チャレンジを応援するまち 

③変化を求めマネジメントされ

ているまち 

④魅力を伝える情報発信力の

あるまち 

   

グリーンネットワーク 

、居に囲ま

ごせ

れ

る 

豊かな緑

心地よく過

 

 

 

 

①開かれた鎮守の杜のあるま

ち 

②広瀬川を活かしたまち 

③地域とともに育む緑でつな

がったまち 

   

 

 

再生テーマ 基本的な役割 

 [目指すまち] 県 市 公社 

プレイパーク 

こ もも ビ

た

大人もアソ

くなる 

ど

にいき

 

 

 
 

①個性的なオープンスペース

のあるまち 

②多様なお祭り・イベントで誰

もが楽しめるまち 

   

ウォーカブル 

顔なじみ

ぎわいを

外を歩けば、

に出会え、に

楽しめる 

 

 

①歩いて団地をめぐることで

健幸になれるまち 

②ふらっと立ち寄れる個性的

なお店や居場所のあるまち 

③徒歩で利用しやすい地域密

着型の商店や施設が元気なま

ち 

   

フリーアクセス 

お しやす

やす

出かけ

い 

誰もが

く、訪れ

 

 

 

 

①誰もが移動手段に困らない

まち 

②来街者が訪れやすいまち 

③バリアフリーなまち 

   

ミクストライフ 

が 1 0 歳

住

0

元気に

れる 

多様な人々

になっても

みつづけら

 

 
 
 
 
 

①多様な世帯がいきいきと住

めるまち 

②ライフステージの変化に合わ

せた柔軟な住み替えができる

まち 

③多様なライフスタイルを叶え

られるまち 

   

エリアサポート 

で支えあ

て過ごせる 

地域・周辺

い、安心し

 

 

 

 

①助けてくれる人がいる福祉

のまち 

②地域で見守る安全・安心のま

ち 

③災害時にも機能する防災の

まち 

   

エリアサイクル 

人・もの いが循

続的

環

に発

・想

し、まちが持

展する 

①地域内でエネルギーや食べ

物等の資源が循環するまち 

②広瀬らしさが継承・創造され、

新陳代謝するまち 

③ライフステージの変化に合わ

せた柔軟な住み替えができる

まち（再掲） 

④学び合いながらともに成長

するまち 

   

入居者・地域の人々等が集い未来

を妄想する場・仕組みを設けると

ともに、そのチャレンジ・行動を

支援すること。 

飯玉神社や広瀬川等の豊かな緑

との関係を大切にしつつ、団地

内の緑の拡充やネットワーク化

を入居者・地域の人々とともに

取り組むこと。 

地域の人々も楽しめる個性的な

オープンスペースを増やしてい

くための柔軟な管理・運用に努

め、入居者・地域の人々が遊べ

るイベント等を支援すること。 

入居者や近隣の人々の日常生活を

支える地域密着型の施設・居場所

等とともに、歩きやすく快適な道

を整備していくこと。 

時代の変化に合わせたモビリテ

ィに対応するとともに、バリア

フリーに配慮した動線を充実さ

せること。 

高齢者や障がい者等の生活を支

える機能の充実や災害安全性の

強化を推進するとともに、管理

主体として地域で支えあう仕組

みの構築を支援すること。 

地球環境への配慮や地域内循環

を重視した団地整備・管理を進

めるとともに、エネルギーやモ

ノを大切にした住まい方を誘導

すること。 

入居対象者の拡大

に取り組むこと。

また、団地の持続

のために、子育て

世帯・若中年世帯

の入居を促進する

こと。 

公営階層

以外の多

様な世帯

の住まい

の確保等

に貢献す

ること。 



 

・5・ 

（２）ミクストライフの実現に向けた３者の取組みの方向性 

３者が今後展開する住宅供給・環境整備に最も関わりの深い

にミクストライフの実現に関する３者の役割を掘り下げ、３者とし

再生

ての

テーマはミ

取組みの

ク

方向性を

ストライフである。そこで、主

具体的に示す。 

○現在の 公 集積 、 的に高い 成と ている 今後、人瀬団地は

伴い、

営住宅が

理戸数

高齢者

いく 、

比率が

その過

相対

程 公営住

な

既存ス

っ

トックや

。

余剰地

し

縮減し

れる

て

こと

構

宅の

住宅供給や

等

施設整備等の機会

する

こ

が想定

チャ

○

新た

な れ

を

賃貸さ

居住者を

ばそう

獲得

たチャ は活 地 立地 おけ 居

住エリ れ

広

口・世帯減に

が民間事業者等へ

となることから、

一方で、市場性が

住誘導区域内の「

より高く、広

管

譲渡・

な

け

公共交

瀬町１～３丁

し

通沿線居

目と山王町 9

ンス

ア

,0

」に

0

・低所得者の

ととなるが

される

ンスとなる

かせない

属している

人以上が

は、

た

淵・下川淵地

適

広瀬団地の

区の 心を

る

度は近隣

形成

いて

0

）が成立するポテ

「地域の拠点」と

○

で

。民間事業者等による

。 

。しかし、広瀬団

。計画的に開発さ

居住する上川

ンシャルを有

して位置づけ

宅を住まいとし 後の

ら

正化計画に

人口密

人口的重

する。今後の縮小する都市にお

るべきと考えられる。 

て選択しており、建替え

り、

賃貸、

住宅

団地周

あるい継

住ま

県営・市営住

に、

続している

いを

○ 定及び

地」内の

較的築浅の

る。さ

供給が

、様々な

高齢 げるよ な

３者及び 住 ち設定す

「自ら

者・低所得者

る。

のライフス

工業団地や

。

供給でき

の

ま

タ

大学等、一定の就業・就学の場があ

価格等で民間事業者に分譲・

可能性がある。 

いの確保を図りつつ、下記に掲

くり関係者が「多様な居住者が

・ライフステージ等に応じて多様な

ま

住ま

う

うま

いを

で

している。一定の生活利便・支援機能（※

も、広瀬団地は「持続させるべき市街

また、一定以上の子育て世帯は比

は子育て世帯等の受け皿に十分なりう

辺では戸建て住宅や民間賃貸住宅の

は既存ストックをうまく活用すれば

そこで、現在の入居者の居住の安

将来の広瀬団地の居住者像を戦略的に

への転換」を強く意識し、相互に連携し

選択できるまち」の実現に向けた取

適正な

る

住ま

ちづ

イル

いくこととする。 

て

組みを進

※

めて

医療・福祉、買い回り、子育て支援、飲食等の日常生活関連機能 

 

■将来の広瀬団地の居住者像 

】          【将来の居住者像】 【現在の居住者像（ボリュームゾーン）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ミクストライフの実現に向けた３者の取組みの方向性 

 

テーマ⇒現在の入居者の居住の安定及び高齢者・低所得者の住まいの確保を図りつ

つ、自らのライフスタイル・ライフステージ等に応じて住まいを選択できるまちへ 

方向性① 公営住宅入居対象の拡大 

⇒県と市は公営住宅制度を柔軟に活用して、本来階層（収入分位 

階層（～50％）も積極的に受け止める住まいの形成を図る。

25％以下）に加えて、裁量

低・中所得の子育て層、例えば、

裁量階層、若中年層、大学生等、これまで以上に入居対象の拡大に取り組む。 

方向性③ 民間事業者が整備しにくい企画型賃貸住宅等の供給 

支援機能が付帯した住まい

（＝市場原理で供給されにくい）

（例：サービス付き高齢者向け

や集まって居住することの価値を求める層、

企画型賃貸住宅等を整備

住

賃貸住宅を終の住まいとして求める層等へ

⇒公社は民間事業者が整備しにくい

する。具体的には、生活利便・

宅）

の住まい等を提供していく。 

方向性② 

次世代を担う子育て世帯の住

できるだけ多くの子育て世帯の入居機会

子育て世帯の呼び込み 

⇒県と市は建替え等の投資を行う公営住宅ストックの一定数を、

まいとして活用する。期限付き入居の導入により、

を確保するとともに地域内での住み替え促進を図る。 

方向性④ 

民間事業者・ と連公社等

公営住宅の目的外使用や、用途

ループホーム等の高齢者の住まい、

外国人・クリエイター向

公民連携等によるこれまでにない住宅の供給 

⇒県と市は管理戸数の減に伴い発生する公有地やストックについて、

携し、これまでの広瀬団地にない新たな住まいを供給する。

廃止後の民間事業者等への譲渡・賃貸等の取組みも進める。 

例えば、持家共同・長屋建て住宅（例：マンション）、グ

民間賃貸住宅、なりわい住宅、戸建てリノベ再販、社宅、学生寮、

けアトリエ兼住まい、シェアハウス等。 

⇒同時に３者はこれからの時代に必要な生活利便・支援機能を導入し、エリアの魅力を高める。 

方向性⑤ 

例えば、公

戸建て高齢者世帯への高齢者向け

公社賃貸住宅の管理主体及び戸建て住宅を含む広

地元のまちづくり関係者とともに一元的な住

者の住

入居者の循環促進 

⇒公社は公営入居者や公社戸建て住宅居住層等へ団地内住み替え先の確保を図る。

営住宅からの住み替え世帯への中古持家や民間賃貸住宅、

住宅等。 

⇒公社は県営住宅・市営住宅の管理代行者、

瀬団地の開発主体というポジションを活かし、

み替え相談サービスの提供等を検討する。 

⇒建替事業に伴う県営・市営住宅間の入居者の住み替えの実現を図る。中期的には、3

宅に居住する入居者の柔軟な住み替えができることを目指す。 



 

・6・ 

けた３者の基本的 役割や取 みの方向性を踏

（３）中長期的な整備方針 

○再生テーマの実現に向

つ、30 年程度先までを見据えた団

な

地全体の中

組

長期的な整備方針を掲げ

まえつ

る。 

方針１：地域の 高め、多世代を引き付ける、立地・地域資源を活かしたゾ

の団 針に基づ 地整備・瀬団

行

個性や魅力を

換 

最大規模

街区間の

地

つながり

であるが、３者

の乏しい空間が

が各々の

形成

方

され

き団

、団地の魅力や強

更

みを

○広

新

活

を

か

○地域

ーニングへの転

地は県内

った結果、

しきれていない。 

の魅力や強みを めるよう立地・地域資源を活かした４ し、高

多様な居住者・来街者を呼び

つのゾー

込むために３者が連携した再生を推進する。

ンへ転換

 

方針２： つくり、生活を支え、暮らしを豊かにする広瀬通り沿道の多

○団地

地

様な

の

域の賑わいを

拠点形成 

活を支えて パ が撤退し、空き 舗が商店街

つつ

では、スー

。一方、 では 、

ー

広瀬通り

歴史

増

並木道に

るとともに

えており、

より

、地

形成し

○ ロ 地域 支

きた旧

利便性は低下し

金

して

広瀬通

、医療

地域の

骨格軸を

ーカル

回り、子育

店

路樹の

が

 

、

利便 を

、行政機能の

い

も検討するな

パワ

て

ど

街

・資源がつな

ている。

ーを活かし

等の生活

、人々が賑わうメ

の

・支援機

インス

生活を

能

トリ

誘

ー

生

団地居住者の

八幡山古墳、飯玉神社、

域の主要な生活動線と

地域の骨格軸である

え・暮らしを豊かにする

導しながら

トとなるよう多様な拠点

移転先と

を

ある

冠塚古墳等の

わかりやすい

り沿道では、

・福祉、買

して

形成する。 

方 ３：地 や 地内を周 で 成 針

○団地内に

域資

は

源

広瀬川

拠点を結

や神社の

び、団

杜、複数

遊

の公園 いるが、結

きるグリーンネットワークの形

ど緑の拠点が立地して

増加すると

び

、外出意欲が低下し、

○ 集 る 広ま

結ぶ に

ーク）を

拠点や

。これ

形成す

施設に

より、

る。

が

間等で

トワ

滑性を高め

ま

、グリーンネットワ

公園や

団地内を

た、パー

ークの

○グリ な企画 共 な も配置

な

つきが弱い。また、将来車が利用できない高齢者が

引きこもり等の増加につながることも懸念される。 

徒歩による利便性や外出意欲を高めるため、人々

場を設けるとともに、地域資源や拠点を歩行空

楽しく周遊できる連続した緑の空間（グリーンネッ

ソナルモビリティ等の移動手段により移動の円

活用を促す仕組みを導入する。 

ーンネットワーク沿いには、広場空間や多様

することで、移動だけでなく居住者の活動・憩いの空間と

住戸、

しても

用施設

活用する。

ど

 

方針４： 次世 交通結 なるモ リティハブの

ッ

ビ

ーク路線と

 

○広瀬通り

みが る一 ー 利

節点と

トワ

方、

団地 、 弱者も多

取り組

便性

く居住

期待

が低下して

しており、

○

代の

は、自転車ネ

されてい

いる。また

将来的な

て住

、

交通

み続

手段の

けら

高齢者

等は課題と

う、団地

が選択 主要動次世代

に形成する 支援機

交通手段

線で

能

滞在で

居住者が安心し

できる、

ある広瀬通り沿道

等と一体的に

きるなど、地域コ

待機ス

ミ

ペー

ニ

リテ

、日常的に

も

い方々も暮 ように、マイタクや民

の

路線バスル

の特性上

維持

れるよ

型の交通結節点

。モビ

スを設け

ティの活性化に

での移動が難し

ポット（モビリティス

形成 

して自転車走行空間の確保に向けた

トであるものの、便数の減少により

や障がい者など交通

なる。 

と周辺市街地を結ぶ多様な

となるモビリティハブを地域の

ィハブは、公益施設や生活利便・

人々が乗り合い、顔を合わせ、

寄与する拠点形成を目指す。 

らせる

ポット）を団地内や公共用地内の

間送

身近な

○また、モビ

迎バス等

場所に設け

ュ

リティハブま

乗り合いス

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

前橋館林線 

広瀬通り（広瀬団地通線/市道 00-096） 

市
道0

0-
09
4 

※本ゾーニング図におけるネットワークや拠点、施設の位置・規模はイメージであり、確定したものではない。 

広瀬川 

＜立地

便性の

地域コミュ
つつあ

特性＞ 

○広瀬通りに面し前橋館林線に
もアクセスしやすい利
よい立地 

○団地最大の魅力で、
ニティの拠り所になり
る飯玉神社が鎮座 

○団地の生活を支えてきた旧商
店街が立地 

＜ 備方針＞整

○神社
 

旧商店街など団地内外よ

交流拠点とし

〇神社を中
低層による街並み

・
り人を呼び込みやすいポテン
シャルを活かし、
て賑わい・生活支援・魅力発信
を牽引するゾーンを形成 

心とした環境を最大
限に活かし、
を形成 

地域交流・魅力発信ゾーン サステナブルフロントゾーン ゆとりライフスタイルゾーン 

＜立 特性＞地

○広瀬通り

○P

○広瀬川の

 

と前橋館林線に双方
にアクセスできる団地の顔と
なる立地 

FI により先行整備される洗
練された次世代型の木造公営
住宅がイメージを牽引 

自然環境ポテンシャ
ルを有する 

＜整備方針＞

○次世代型の
・

つなぐ

 

メージを前面
広瀬通りを
境価値を創造
なるゾーンを形成 

〇団地のゲートであり、
性の高さを活かし、

木造公営住宅のイ
に、神社・広瀬川

一体的な環
する、団地の顔と

生活利便
居住密度を

高める中高層の街並みを形成 

＜立 特性＞

通り
地

○広瀬

○地域

つくる変

などの場

 

の街並
化のある団地景観 

住⺠の健康
を提供し、
こっとひろせが立地 

みを

増進
気軽に利用できるに

児童が訪れやす○広瀬小に面し、
い立地 

＜

○
備

にこっ
、

方針＞

と
こ

瀬小を
者ま

整

源に
世

 

ひろせ

し、

資
多

て楽
どもか
流

した

で歩い

形

で

道づく
成 

〇新た

代が交
しい新たな
りを軸と

な沿道景観

や広
ら高齢
健康

広瀬通り沿
ゾーンを

づくりと周辺
との調和に配慮した低中高層
がミックスした街並みを形成 

＜立地

○公社
特性＞

が分
 

譲販売を行
てがまとまって立地し、
も⼾建てが立地 

川沿いではのど

った⼾建
周囲に

かな風景○広瀬
が形成 

○地域で育む公園や、管理が課題
となっている公園が立地 

方針＞＜

○
整

の
建
と

川の風
みを
とり

存の
自
し

備

どかな
て
共
現で

景と既
活かし、
ある暮ら

形成 

⼾
然
を実

〇広瀬川

 

広瀬
のまちな
生したゆ

きるゾ
の景観や周

ーンを
辺の低層住

宅と調和した低層を中心とし
た街並みを形成 

■将来のゾーニングと整備方針 

市営
PFI

 
街区 

広瀬小 

至 
八幡山
古墳 

至 
金冠塚
古墳 

飯玉
神社

 
 

にこっと
ひろせ 

保育所 
（予定） 

 
認定 
こども園
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第Ⅱ章．モデルエリアの団地再生事業計画

Ⅱ-１.モデルエリアの設定 

 
 
 

モデルエリア（地域交流・魅力発信ゾーン） 

市営 P
街区

FI 
 

飯玉
神社

 
 

にこっと
ひろせ 

旧商店街 

※住棟番号に 瀬団地再生基 資料編」の資料３「耐用年限経過後ついては、「広

に用途廃止すると仮定した場

本計画 

合の管理戸数」を参照。 

県営・市営・公社賃貸住宅の耐用年限時期（法定耐用年限版） 

（2026 年 4 月設計着手～2029 年 2 月本移転予定） 

○Ⅰ- 基づき る 事業 ため モデルエリアを設 する  方針に

アは、

よ

魅力と課 凝縮さ

検討する

、 ３者連携

。

欠と れる区域が望ましい。 

○

計画

エ

、

、

団地

踏ま

を

区域かつ

ン』（中長期的な

、

県・市・公社の

整備方針）を

が

デル に

想定さ

。 

団地再生

れた

信ゾー

、

定

必要不可

エリア

こと

設定する

。 

広瀬

４点を

ある

年以 転換等が 込 と。

立地する

 

リ

以下の

資源

は 3

の

で

0

身近な

耐用年限を

物拠点であ 旧商店街 る

５.

モデル

そこで

①

②

③

④

団地の

各住棟

団地住民

団地内で最も早く団

３者に

の

え、『

飯玉神社を

内に

買い

地再生事業に

具体的な

題が

地域交流・魅力発

取り囲むよう

迎え、

る団地内

着手する

に

建替え

の

市営

県営住宅・市

や土地利用

が

PFI 街区

衰退傾向

に隣接し

営住宅・公社

見

にあ

ており

モ

賃貸住宅が

まれるこ

こと。 

、その効果を波及させていくことが望まれること。 
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Ⅱ-２. モデルエリアのコンセプト・整備方針 

○中長期的 整備方針 おけ 「地域交流・魅力 ーン」は 「神社・旧 り を呼 込

活

る

かし、交流拠点として 援・魅力発信

ど

引するゾ

な

みやすいポテ

ともに、「神社を

に

ンシャルを

中心とした環境を最大限に活かし

発信ゾ

賑

た

、

わい・生活支

、低層による街並み

商店街な

を牽

形成」を図る

団地内外よ

ーン

ことを目指し

人

を形成

て

」

い

び

すると

る。 

○そこで、本モデルエリア

を図りながら、上記の中

では、全ての

長期的な整備

建物が更新

方針の実現

時期を迎える

を図る、将来

おおむね

像のコン

30

セプ

年後を目安に、各街区の

ト・整備方針を整理する。

課題解決

 

旧商店街の再編を連動させることで、次世代に相応しい住まいと拠

（１）モデルエリアのコンセプト 

○飯玉神社を資源に、老朽化する

点を整備するコンセプトを

団

設定する

地と

。 

 

 

 

 

 

 

（２）モデルエリアの基本的な整備方針 

方針１：地域資源の要である飯玉神社を地域の交流拠点へ再編 

○地域資源 なっている 、3 が 、 有 よらず 融合した屋と

すること 、

飯玉神社を

エリア が

者

地域に

連携し

いた

や

点と よ開

に、参道沿いに

所

交流拠

広場空間を

土地利

なる

創出する

用に

う

こと

、

再編する

で

有機的に

。 

、誰もが居心地がよく自

外空間と

○団地空間を

然と集まりた

で

一体的に

くなる空間形

モデル

整備すると

成を

と

図る

中心に

全体

も

。 

方針２：地域の魅力を牽引する広瀬通り沿いの賑わい拠点化 

○市営 P I 街区との 線道路交差 に面し 街区や ど は、 わい

生

幹

活利便・支援

点

機能（医療・

た

福祉・買い回り

神社の

・子育て

参道付近な

支援・カフェ

の

等）を

広瀬通り

誘導し、

沿道に

地域の

賑

魅力を

を

牽引す

F

演出する

る。 

方針３：神社と周囲をつなぐグリーンネットワークの整備 

○3 者が連携 神社の緑を周囲 地に広 、神社へ

ブ 空間を

し、飯

形成し

玉

、パーソナ モビリ

、動線

きる リ ンネッ ー

ォ

整備する

ーカ

。 、

場

をつなぐことで

ゆとりあるグ

や屋台 住宅の 舗

きたくなるウ

クを

などの賑わい機能

ル

○グリーンネ

を面して配

ル

ットワーク沿いにはイベ

置し、季節を

ン

感じられる歩

の敷

テ

ト開

い

げ

ィも走行で

催

て楽し

が可能な広

い居心地のよい空間

ー

、なりわい

を演出する。

と歩

トワ

店

 

方針４：次世代のライフスタイルをリードする新たな住まいの形成 

○ の て、3 が 、子育て 若年世 含む 資す

う

ト

、

ラ

ゆ

イフ

とり 住

向け

宅やな 住 ど、 新た

等を

な イフ

）の

スタ 創造する。 

○

ミ

る

ま ため

連携し

宅な

に、

公的賃貸

どと 住宅を

て 分譲戸建 等

化に

齢者

り

対応す

の住み えを促進し

・

多様な

福祉施設な

、

帯（新婚世帯

住宅で

た高齢

より中古

ラ

者向け

住宅の流通を

定住促進に

イルを

供給する。

活性化させ

併せ

るこ

クス

よ

た、

、

とで、戸 ー層

○神社や

の

団地全体の

て

建ての持

神社の緑に

実現に

ある

高齢

の高

家を

溶け

志向

込む

者

わい

る

替

するファミ

よう環

リ

境型の低層

も団地内

住宅を

買取再販な

へ呼

目指し

連携し

どに

び込む。 

、カーボンニュートラルな住まいを形成する。 

 

■整備方針図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保育所

（予定） 

コンビニ

（予定）

 

 群馬

銀行 

神社  次世代の

住まい 

開かれた

鎮守の杜

 

 

広瀬通り 

県営住宅 

市営住宅 

分譲戸建 

市営住宅 モデルエリア 

集会室 
 次世代の

住まい 

郵便局 

方針１：

神社を地

地域

域の

資源の要

交流拠点

であ

へ再

る飯玉

編 

方針２：広瀬通り沿いの賑わい拠点化 

フス

まい

タイル

の形成

方針４：

をリード

（なりわ

次世

する

い住

代のライ

新たな住

宅） 

ぐグリ方針３：

ーンネッ

神社

トワ

と周囲を

ークの整

つな

備 

方針４：

タイルを

住まいの

連携した

次世

リー

形成

高齢

代のライ

ドする新

（福祉施

者向け住

フス

たな

設と

宅） 

鎮守の杜と公的賃貸住宅の共創による地域交流拠点の形成 

流拠点を創 するとともに、 －飯玉神社の鎮守の杜と地域が一

公的賃貸住宅を核に次

体となった交

世代のライフスタイルを先

造

導する－ 
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Ⅱ-３. 概ね

踏ま エリ 対象とした 10で

検討し

の意見等を

た結果を

つ、モデル

ージとして示す

アを

。再生ビジョ

年以内の具

向け

年後の整備イメージ 

ラットフォーム

デアの展開例を

取組みの効果や課題を検証しな

えつ

整備イメ

がら、団地全体に水平的に展開して

ンの

いく

実現に

ことを目指す

10

○令和７年度団地再生プ

体的な取組みのアイ

て、モデルエリアでの

こととする。 

■10 年以内の具体的取組みのアイデアと再生テーマとの関係性 

再生テーマ 取組みのアイデア 

ローカルパ

ワー 

 

グリーンネ

ットワーク 

 

プレイパー

ク 

 

ウォーカブ

ル・フリー

アクセス 

 

 
再生テーマ 取組アイデア 

ミクストラ

イフ 

 

エリアサポ

ート 

 

エリアサイ

クル 

 

10 年後の整備イメージ ■モデルエリアの概ね

 

 

Ⅱ-① 

Ⅱ-② 

Ⅱ-③ 

Ⅲ-② 

Ⅲ-① 

広瀬通り 

群馬銀行 

Ⅴ-① 

Ⅳ-① 

Ⅳ-① 

Ⅳ-② 

Ⅳ-④ 

Ⅵ-① 

Ⅴ-②

Ⅳ-③ 

Ⅰ-② 

空き駐車
場として
を一体と
宅・空き

場の
拡張
した
店舗

集約によ
するとと
グリーン
・空き室

り、
もに
ネッ
等で

神社周辺
、神社を
トワーク
、地域が

にオ
回遊
を整
主体

ープンス
する緑道
備。それ
に様々な

ペー
の形
らの
取組

スを創出
成により
広場・公
を展開。

。広
神社
社住
 

飯玉神社 

Ⅶ-① 

Ⅵ-② 

Ⅴ-② Ⅵ-② 

【Ⅵ-②】公社住宅の用途転換 

民間事業者と連携

し、高齢者支援、子育

てスペース等へ転用 

【Ⅰ-①】植栽管理のグループ育成 

鎮守の杜の植栽を管理するとともに、将来使

用する樹木を苗から育てる自主グループを育成 

【Ⅱ-①】DIY 等による広場・菜園

の整備 

DIY 等による整備により、菜園等

のサークル活動の場として広場空間

を少しずつ増やしていく 

 

 

 

 

 

【Ⅱ-②】屋外管理区分の取り外し 

駐車場、宅地内通路、自転車置場等

の外構の管理区分を取り外し、屋外を

先行整備 

【Ⅱ-③】神社フェンスの撤去 

飯玉神社との境界はフェンスをなく

し木製等の柵で緑との親和性を持たせ

つつ、広場に面した部分は開放して広

場との連続性を確保する 

【Ⅲ-①】スポーツ広場の整備 

駐車場の集約によ

り拡張した広場を活

用し、バスケットゴ

ール等を設置したス

ポーツ広場に整備 

【Ⅲ-②】参道での神社イベントの

開催 

神社の参道は県営

駐車場を移転させ、

イベント時の路面店

舗空間を確保 

【Ⅰ-②】広告での情報発信 

広瀬通り沿道には情報発信

ツールとして広告を設置 

【Ⅳ-③】空き店舗の活用 

空き店舗を公社が

取得しチャレンジシ

ョップを開催 

 

【Ⅳ-④】モビリティの試行実験 

群馬銀行や商店等

と連携しモビリティ

ハブ（民間の送迎バ

ス運行）の試行実験

【Ⅵ-①】かまど広場の活用 

災害時での活用を見据

え、日常的に活動拠点と

して利用・管理 

【Ⅴ-②】公社住宅のリノベーション

による子育て世帯向け住戸の整備 

公社住宅のリノベーションにより

子育て世帯向けの大型住戸を整備 

【Ⅴ-①】空き住戸の目的外使用 

県営及び市営住宅の空き住戸を目的

外使用し、多様な人の住まい等として

活用 

【Ⅳ-①】東西動線の社会実験 

将来のグリーンネットワークを想定

し、東西方向の通り抜け動線を簡易に

設けた社会実験を実施 

【Ⅳ-②】安全な歩行空間の整備 

車通りの多い西側道路沿いは、安全

な歩行空間が確保できるように整える 

 

【Ⅶ-①】コンポストを設置した農作物の栽培による資源の循環 

広場にはコンポストを設置して堆肥を作るとともに、農作物栽培に活用 

【図面記号】取組みのアイデア 
具体的な展開例 
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第Ⅲ章．将来イメージとエリアマネジメントの推進

Ⅲ-１. 将来イメージ（鳥瞰イメージ等）  
（１）鳥瞰イメージ 

○中期的な整備方針及びモデルエリアの基本的な整備方針を踏まえ、団地再生が進んだ 30 年後における将来イメージを以下に示す。 

※３０年後のイメージであり建物の配置やボリュームなどは決定されたものではない。 
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りにおける整備イメージ及びアクティビティによる空間活用イメージを示す。 
（２）整備イメージ 

○団地の主要な通

 
 

 

■断面イメージ 

〇グリーンネットワーク 

なりわい住宅や広場・公園と一

体となった緑豊かな歩行空間を

形成 

 

 

 

 

 

スポーツスポット 

インクルーシブ 
遊具 

かまどベンチ 
による防災機能 

移動式 
プランター 

なりわい 
住宅 

パーソナル 
モビリティ 
の走行 

安全に歩ける 
歩行空間 

店舗 

太陽光パネル 

遊歩道 低層住宅 広場 

4m 

■断面イメージ 
〇広瀬川沿道 

広瀬川沿道に、遊歩道と植物等

を育てる場を一体的に整備し、

憩いの空間を形成 

 

 

 

 

 
 

自然を感じる 
休憩スポット 

コミュニティ 
花壇 

モビリティ
の走行 

団地の 
緑道空間 

川沿いの 
緑空間 

既存の土手空間 広瀬川 遊歩道 車道 県営住宅用地 

6m 6m 

■断面イメージ 
〇広瀬通り 

神社の参道や店舗、交流施設、

広場を一体的に活用し、イベン

ト時の賑わいを創出 

 

 

 

 

 

広瀬通り 店舗・交流施設 民地 歩道 歩道 
 歩道状

空地 

参道に開いた
オープン 
テラス 

イベント時の
オープン 

スペース活用 
緑も含めた 

歩きたくなる 
歩行空間の創出 

道路使用による
店舗出店 
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Ⅲ-２.エリアマネジメントの推進 

（１）ビジョン策定を契機とした地域活動組織の設立 

○ 再生ビ ン ために令 6 年 設立広瀬団地

した広瀬団地

ジョ

再生プラ ト

策定の

フォー

和

構成員の

5

有志をコ

月に

ア ン

の

ッ

バーとし、ビジョンで掲げ

メ

ぐくむまち広瀬」の実

会）という

○広瀬の会で

採択（令

地域再生

具体化

の

ム

る「めぐりは

現に向け、「つなぐまち広瀬の会」（以下＝広瀬の

任意団体が令和 6 年 12 月に発足した。 

は、令和 7 年 4 月より

再生推進モデル事業（住宅市街地総合整備事

和 7～8 年の２ヵ年事業）を受け、組織の法人化

推進法人の指定を目指し、エリアマネジメント組

あり方やビジョンで掲げたプロジェクト実施に

に向けた検討を進めるとともに、可能なものか

イベント等の地域活性化に向けた活動等を

国土交通省の「住宅団地

業）」の

や

織としての

向けた

ら団地内で

実施している。 

 
（２）地域再生法人の指定を見据えたエリアマネジメント組織としての業務内容の深度化 

上 のモ 地域内の

の なが

デル

ら た

様々な

ロジェ

拠

ク

ショ

事業の中で、

団地空間を

通したプロ

活用し

ジェ 発

報

○広瀬の

点で

トの

掘・育

築、

会では、

活動と

試行、ワー

成、まち

推進する

記

連携し

ク

の情

こ

、

ップ等を

発信

を掲げて等を

〇ポータルサ

向けた活

と

イトについては、広

の情報発信・

掲載する等

広報ツ

収益源と

プ

クト人材の

ツールとなるポータルサイトの構

いる。 

瀬団地の様々な情報や再生に

ールとしての活用に加え、各

して活用することも想定し

〇また、令

動

種広告等を

ている。 

和 7 度に

け ており、その結クトの具

果を 広瀬の

開催

たワークショップを実

主体となり、

年

体化に向

え

行

〇 推進法人の

図り

人材発掘 あ

踏ま

ェクトを試

地域再生

深度化を

に、

り、３者はこれ

会が

していくことも期

指定に

ながら、収益

を重ね組織の

らの検討を

したプラットフォームでは、プロジェ

施し

団地空間を活用しプロジ

待される。 

向けては、これらの取組内容の

性のある業務内容に育てると共

体制を整えていくことが必要で

支援する。 

 
（３）エリアマネジメント組織の段階的構築 

を踏 え 市営 P I 区やモデル わ

プロ クト 試行を 重ねてい

街

広瀬の

あ

指定を受

せ、団地

けた後

リマネ

ま

ジェ

組織

、以下の

等の

へ移行し

ように今後の

積み

てくことを見据え、

F

く

３

。

者はその

会は地域

活動を

街区の団地再生事業に

再生推進法人の

支援する。 

■事業ス メージ 

○広瀬の会の動き

空間を活用した

に、本格的なエ

 

ケジュールイ

 

■つなぐまち広瀬の会の会議の様子 

■ポータルサイトのイメージ 

❶

❷

❸

❹

多世代交流に係る地域イベントの開

催・支援 

まちづくり人材の発掘・育成支援 

拠点施設の設置や運営 

情報発信・広告ツールとなる、まちの

ポータルサイトの運営 

■ の検 や今後のモ

の

デル

動向を

事業で

見据えた

討

業務内容のイメ

団地再生

ージ 

■イベントの様子（2/21 チョークアート） 
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参考資料１．用語集 

 
 用語 意味 

う 

ウェルビーイング 
会的に良好心身の「健康」（狭義の健康）のみなら

な状態を作る「福祉」の 3 要素が良好な状況にあること。

ず、精神的な「幸福」と社

 

ウォーカブル 

walk と とができる」の able を組み わせた造語。街路「～こ

心から“人中

が多様な活 としていく取り組みが、

持続的な成

では、2019 会」を立ち

とす

合

心”の空間へと再構築し、沿道と路上を一体的に

動を繰り広げられる場へ

長につながる、という考え方。 

（令和元）年に「ストリートデザイン懇談

るまちづくり等のコンセプトの普及を図ってい

「歩く」の

空間を車中

使って、人々

都市に活力を生み出し、

国土交通省

上げ、歩行者を中心

る。 

え エリアマネジメント 
地域 る良好な環 を維持・向上させるための、住民・におけ

事業者・地権

境や地域の

者等による主体的な取

価値

り組み。 

か カーボンニュートラル 

ライ ルの中で、二酸化炭素の排出と ナスゼロの

例えば、 の成長過程植物

却 よる二酸

に

化炭素の

吸収

おける光

排

がプラスマイ

合成による

殺植物の焼

酸化炭素の

ラルは、二酸 発 球

二酸化炭素

され、実際に

れる。カーボ

上の二酸化

フサイク

ことをいう。

の吸収量と、

大気中の二

ン・ニュート

炭素を一定

に

増減に影響

化炭素の

量に保つことができる。

出量が相

を与えないことが考えら

生と固定を平衡し、地

 

き 企画住戸 
ット層やコ セプトに基づいて間取り、内装、設備をあら特定のター

かじめ設

ゲ

計・企画した住

ン

戸。 

こ コンポスト 
水汚泥、浄化槽汚泥、家畜 物廃棄物などの有機生ごみや下

物を、微生物

の糞尿、農作

の働きによって醗酵分解させ堆肥にしたもの。 

さ サステナブル 地球環境の持続可能性のこと。 

し 
住宅確保要配慮者 

育

住宅セーフティネット法に

する者、その他国土

基づき定め

宅の確保に特に配慮を要する者とし

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、こどもを養

交通省令又は都道府県や市町村が

る賃貸住宅供給促進計画により、住

て定められる者。 

収入分位 所得が低い順に並べたときにその所得以下の者が全体に占める割合。 

そ ゾーニング 空間の用途や機能の配置を定めること。 

た 耐用年限 建物が使用に耐えられなくなるまでの年数。 

ち 地域再生推進法人 
地方公共団 進に取り組む組織として、体の補完的

地方公共団体から指定を受けた法

な立場で地域再生の推

人等。 

て マイタク 前橋市が移動困難者対策として実施しているでまんど相乗りタクシー。 

と トレンド 
の業界内で流行している用語や技流行のこと。業界を問わず、ある特定

術、手法などをトレンドと呼ぶこともある。 

な なりわい住宅 
舗、工房、オフィスなど）住居としての機能と、商売や仕事

としての機能が一体となった住宅。

の場所（店

 

は パーソナルモビリティ 個人向け小型移動手段。 

ほ ポータルサイト 
インターネ で最初に表示してもらうットに接

ことを目的に作られている

続したとき、ウ

ウェブサイト

ェブブラウザ

。 

も 

モビリティ 人や物が移動する能力や手段。 

モビリティハブ 

鉄道やバス、タクシー ほか、昨今普 ボードが広がる

ィ

電

サービスな

動キック

ど

や電動

、さまざまな交通

の

アシスト自転車のシェア

手段が集まる結節点となる拠点。

及

リングモビリテ

 

り 

立地適正化計画 

能や 祉 商業、居住機

によ 都市全

医療・福

域を

・

見渡し、持

公共

続

交

可能な都

通等のさま

市

ざ

構造を目

まな都市

指す包

機能の

括的な

誘導

マスり、

タープラン。 

リノベーション 
に対して、改装・改修、模様替え、設備の更新・新設等を行う既存建物等

改造工事の総称。 

リノベ再販 

などが古

ーション

く

（大掛か

なって傷んだ建物を不

りなリフォーム）した上

動産会社が買い取り、内装

で一般の人へ改めて販売

内装や設備

をリノベ

する事業。 

英数 

DIY 

自分自身でモノの製作や修理を行なうこと。Do It Yourself（あなたが

自ら行なえ）の略語。日曜大工、設備や器具の自己組み立て・自己修繕

等。 

PFI 

（ＰＰＰ／ＰＦＩ（ピー・ピ

ー・ピー／ピー・エフ・ア

イ）） 

Ｐ Ｐ ライベート・パートナーＰｕｂｌｉｃ 

シップ） び

ｒｉｖａｔｅ 

Ｐｒｉｖａｔ ァイナン

ビスを提供

公共施

持

ｅ

ティブ）の略

捉えた手

管理、運営

ａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ（パブリック・プ

 Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖ

。ＰＰＰは官民連携により

法であり、ＰＦＩはその代表

等を民間の資金、経営能

ｅ（プライベート・フ

公共サー

的な手法で、

力及び技術的

す

設等

能力を活

団地におい

及

ス・イニシア

ることを広く

の建設、維

用して行う。 

※市営 PFI

て、PFI 手法

街区：前橋市

を用いた建替事業を実

営住宅広瀬第三・第六・第七・第二十

施する街区 
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参考資料 2．広瀬団地再生プラットフォームの概要 

再生プラットフォームは、広 各関係者の することを目的とし 、令和 6 に立ち げられ ビジョ に する 見交換を てきた。 広瀬団地

令和 7 年

瀬団地の

度は広瀬団地再生基本計画の策定に

情

向け、地域で

報共有や

プロ

意

ジェクト

見交換等の

を

場と

推進していくための

て

空間活用のアイデ

年度

アや実現プロ

上

セスにつ

、

いて、ワー

ン

クショ

関

ップ

意

形式で

行っ

意見交換を行った。 

 

■第１回広瀬団地再生プラットフォーム 

第２回広瀬団地再生プラットフォーム 

 

■

 

 

■第３回広瀬団地再生プラットフォーム 

 第１回 

 第１回 

広瀬団地再生 

プラットフォーム 

『モデルエリアを視察する』 

和 7 9 月  

目

16

集会室

日

 

［概要］ 

・開催日：令

・場所：広瀬

・参加者

の

年

団地二丁

名 

 

進め方 

振り返  り
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［プログラム］

１．今年度の

２．ビジョン

３．メンバー

４．モデルエ

自己紹介

リアの視察 

第 1 ラットフォー は令和 7 9 16 日に開催さ

れました

回広瀬

。第１回は、

団地再生プ

メンバー

ム

顔合わせ

年

今年度の

月

企画概要を

る

の

とともに、ビジョンで考えたプロジェク

を含めた将来的な空間配置を検討す

い、現在の建物や屋外の状況などについ

や

トを実行する

ため、モ

て

デ

意見交換を

説明する

具体的な場所や建物

ルエリアの視察を行

行いました。 

 第１回 

〇当日の様子 

広瀬団地再生 

プラットフォーム 

ワークショップ 『広瀬団地で今すぐできる空間活

用アイデアを考える』 

和 7 １０月 １日 

目

２

集会室 

［概要］ 

・開催日：令

・場所：広瀬

・参加者

年

団地二丁

名 

 

 

 

1４

［プログラム］

１．第２回の

２．第１回の

３．ワークショ

概要説明

振り返り

ップ 

第 2 回広 ラット ォー は 7 年 ２１日フ

ラットフォー

令和

加者が

１０月

モデルエリア

に

（もし

エリア） 的

団地再生プ

回では、プ

で具体

使い方や

こすきっ

整備の必要な

形式

在

で意見交換

開催さ

くは

かけを作るため、今

り方について考え

を行い、検討した

瀬

れました。第２

その他の

すぐにできる

ました。3 班

結果について

空間の

に分かれ

各班で発

てワ

表を

ム

ム参

なアクションを起

課題点・

ークショップ

行いました。 

 第２回 

〇当日の様子 

 

〇当日の様子 

広瀬団地再生 

プラットフォーム 

ワークショップ 『将来の空間活用アイデアと、その

実現プロセスを考える』 

和 7 １  １１月

目

８日

集会室 

［概要］ 

・開催日：令

・場所：広瀬

・参加者

年

団地二丁

名 

 

 

 

1０

［プログラム］

１．第３回の

２．第２回の

３．ワークショ

概要説明

振り返り

ップ 

ラットフォームは令和 7 １１月１８日に第３回広瀬団

ました。第３回で ま

開催さ

え、プ

たプロセスを

式で意見交

れ

ロジェクトア

考えました

換を行い、

。

検

地再生プ

は

イデアに基づく空

第２回と同様、3

討した結果につ

年

、広瀬団地の将来ゾーニングイメージをふ

間活用アイデアと実現に向け

班に分かれてワークショップ形

いて各班で発表を行いました。 

 第3回 



 

 

 

広瀬団地再生基本計画 

令和８年３月 

県土整備部 住宅政策課 

群馬県前橋市大手町 1

住宅政策係 

丁目 1-1 

２２３-１１１１ 

都市計画部 建築住宅課 

群馬県前橋市大手町 2

計画整備係 

丁目 12-1 

２２４-１１１１ 

群馬県前橋市紅雲町

事業部事業推進課 

1 丁目 7

計画係 

-12 

【問い合わせ先】 

・群馬県 

〒371-8570 

TEL: 027-

・前橋市 

〒371-8601 

TEL: 027-

・群馬県住宅供給公社 

〒371－0025 

TEL: 027-224-1881 


